
　

建
築
基
準
法

　

　平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
六
・
六
・
四
法
五
四
）

本
則
（
平
成
二
八
・
六
・
一
施
行
）

・
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
七
・
六
・
二
四
法
四
五
）
附
則
八
条
（
平
成

二
八
・
六
・
二
三
施
行
）

（
報
告
、
検
査
等
）

第
一
二
条
①
　
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
そ
の
他
政
令
で
定

め
る
建
築
物
（
国
、
都
道
府
県
及
び
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
の
建
築
物

を
除
く
。）で
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
も
の
の
所
有
者
（
所
有
者
と
管
理

者
が
異
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
管
理
者
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）は
、

当
該
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
及
び
建
築
設
備
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
、
一
級
建
築
士
若
し
く
は
二
級
建
築

士
又
は
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
に
そ
の
状
況
の
調
査

（
当
該
建
築
物
の
敷
地
及
び
構
造
に
つ
い
て
の
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣

化
の
状
況
の
点
検
を
含
み
、
当
該
建
築
物
の
建
築
設
備
に
つ
い
て
の
第
三

項
の
検
査
を
除
く
。）を
さ
せ
て
、
そ
の
結
果
を
特
定
行
政
庁
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
国
、
都
道
府
県
又
は
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
の
建
築
物
（
第
六
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
そ
の
他
前
項
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
に

限
る
。）の
管
理
者
で
あ
る
国
、
都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
の
機
関
の
長

又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て　「
国
の
機
関
の
長

等
」
と
い
う
。）は
、
当
該
建
築
物
の
敷
地
及
び
構
造
に
つ
い
て
、
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
、
一
級
建
築
士
若
し
く
は
二

級
建
築
士
又
は
同
項
の
資
格
を
有
す
る
者
に
、
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣

化
の
状
況
の
点
検
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
　
昇
降
機
及
び
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
そ
の
他
第
一
項

の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
の
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
（
国
、
都
道
府
県

及
び
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
の
建
築
物
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。）で
特

定
行
政
庁
が
指
定
す
る
も
の
の
所
有
者
は
、
当
該
建
築
設
備
に
つ
い
て
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
、
一
級
建
築
士
若
し

く
は
二
級
建
築
士
又
は
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
に
検

査
（
当
該
建
築
設
備
に
つ
い
て
の
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
の
状
況
の

点
検
を
含
む
。）を
さ
せ
て
、
そ
の
結
果
を
特
定
行
政
庁
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

④
　
国
の
機
関
の
長
等
は
、
国
、
都
道
府
県
又
は
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村

の
建
築
物
の
昇
降
機
及
び
国
、
都
道
府
県
又
は
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村

の
建
築
物
（
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
そ
の
他
第
一
項
の

政
令
で
定
め
る
建
築
物
に
限
る
。）の
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
に
つ
い

て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
、
一
級
建
築
士

若
し
く
は
二
級
建
築
士
又
は
前
項
の
資
格
を
有
す
る
者
に
、
損
傷
、
腐
食

そ
の
他
の
劣
化
の
状
況
の
点
検
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
―
⑨
　（
略
）

第
一
二
条
の
二
・
第
一
二
条
の
三
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

（
工
作
物
へ
の
準
用
）

第
八
八
条
①
　
煙
突
、
広
告
塔
、
高
架
水
槽
、
擁
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
工
作
物
で
政
令
で
指
定
す
る
も
の
及
び
昇
降
機
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ュ
ー

ト
、
飛
行
塔
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
工
作
物
で
政
令
で
指
定
す
る
も
の

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て　「
昇
降
機
等
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
第
三

条
、
第
六
条
（
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
も
の
と
し
、
第
一

項
及
び
第
四
項
は
、
昇
降
機
等
に
つ
い
て
は
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
の
建
築
物
に
係
る
部
分
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
同
項
第
四
号

の
建
築
物
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
六
条
の
二
（
第
三
項
を
除
く
。）、

第
六
条
の
四
（
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
建
築
物
に
係
る
部
分
に
限

る
。）、
第
七
条
か
ら
第
七
条
の
四
ま
で
、
第
七
条
の
五
（
第
六
条
の
四
第

一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
建
築
物
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
八
条
か

ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
二
条
第
五
項
（
第
三
号
を
除
く
。）及
び
第
六
項

か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
の
二
、
第
十
八
条
（
第
四
項

か
ら
第
十
三
項
ま
で
及
び
第
二
十
四
項
を
除
く
。）、
第
二
十
条
、
第
二
十

八
条
の
二
（
同
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係

る
部
分
に
限
る
。）、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、

第
三
十
六
条
（
避
雷
設
備
及
び
昇
降
機
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
三
十

七
条
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
、
第
三
章
の
二
（
第
六
十
八
条
の
二
十

第
二
項
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
建
築
物
以
外
の
認
証
型
式
部
材

等
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
（
第
二
十
八
条
の

二
（
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
係
る
部
分
に
限

る
。）に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
八
十
六
条
の
七
第
二
項
（
第
二
十
条
に

係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
八
十
六
条
の
七
第
三
項
（
第
三
十
二
条
、
第
三

十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
（
昇
降
機
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
係

る
部
分
に
限
る
。）、
前
条
、
次
条
並
び
に
第
九
十
条
の
規
定
を
、
昇
降
機

等
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
六
、
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及

び
第
十
八
条
第
二
十
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
二
十
条
第
一
項
中　「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
、「
政
令
で
定
め
る
技
術

的
基
準
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

②
　（
略
）

③
　
第
三
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
二
条
（
第
五
項
第
三
号

を
除
く
。）、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
の
二
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
及
び

第
二
十
五
項
の
規
定
は
、
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
工
作
物
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

④
　（
略
）

第
一
〇
六
条
①
　（
柱
書
略
）

新
一
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

一
・
二
　（
略
、
改
正
後
の
二
・
三
）

②
　（
略
）

別
表
第
二
　
用
途
地
域
等
内
の
建
築
物
の
制
限
（
第
二
十
七
条
、
第
四
十
八

条
、
第
六
十
八
条
の
三
関
係
）

―

　（
略
）

第
二
種
住

居
地
域
内

に
建
築
し

て
は
な
ら

な
い
建
築

物

一
・
二
　（
略
）

三
　
劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
又
は
観
覧
場

四
―
六
　（
略
）

準
住
居
地

域
内
に
建

築
し
て
は

な
ら
な
い

建
築
物

一
・
二
　（
略
）

三
　
次
に
掲
げ
る
事
業
（
特
殊
の
機
械
の
使
用
そ

の
他
の
特
殊
の
方
法
に
よ
る
事
業
で
あ
つ
て
住

居
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。）
を
営
む
工

場（一
）　
容
量
十
リ
ツ
ト
ル
以
上
三
十
リ
ツ
ト
ル

以
下
の
ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
発
生
器
を
用
い
る

金
属
の
工
作

（
一
の
二
）　（
略
）

（
二
）　
出
力
の
合
計
が
〇
・
七
五
キ
ロ
ワ
ツ
ト

以
下
の
原
動
機
を
使
用
す
る
塗
料
の
吹
付

（
二
の
二
）　（
略
）

（
三
）　
原
動
機
を
使
用
す
る
二
台
以
下
の
研

ま磨　

機
に
よ
る
金
属
の
乾
燥
研

ま磨　
（
工
具
研

ま磨　
を

除
く
。）

（
四
）・（
四
の
二
）　（
略
）

（
四
の
三
）　
印
刷
用
平
版
の
研

ま磨　

（
四
の
四
）―（
四
の
六
）　（
略
）

（
五
）　
木
材
の
引
割
若
し
く
は
か
ん
な
削
り
、

裁
縫
、
機
織
、

ね
ん撚　
糸
、
組
ひ
も
、
編
物
、
製

袋
又
は
や
す
り
の
目
立
で
出
力
の
合
計
が

〇
・
七
五
キ
ロ
ワ
ツ
ト
を
こ
え
る
原
動
機
を

使
用
す
る
も
の

（
六
）　
製
針
又
は
石
材
の
引
割
で
出
力
の
合
計

が
一
・
五
キ
ロ
ワ
ツ
ト
を
こ
え
る
原
動
機
を

使
用
す
る
も
の

（
七
）　
出
力
の
合
計
が
二
・
五
キ
ロ
ワ
ツ
ト
を

こ
え
る
原
動
機
を
使
用
す
る
製
粉

（
八
）　（
略
）

（
九
）　
出
力
の
合
計
が
十
キ
ロ
ワ
ツ
ト
を
こ
え

る
原
動
機
を
使
用
す
る
金
属
の
切
削

（
十
）　
め
つ
き

（
十
一
）　
原
動
機
の
出
力
の
合
計
が
一
・
五
キ

ロ
ワ
ツ
ト
を
こ
え
る
空
気
圧
縮
機
を
使
用
す

る
作
業

（
十
二
）―（
十
六
）　（
略
）

四
　（
略
）

五
　
劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
又
は
観
覧
場
の
う

ち
客
席
の
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

六
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
劇
場
、
映
画

館
、
演
芸
場
若
し
く
は
観
覧
場
又
は
店
舗
、
飲

食
店
、
展
示
場
、
遊
技
場
、
勝
馬
投
票
券
発
売

所
、
場
外
車
券
売
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

用
途
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
供
す
る
建
築
物

で
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
（
劇
場
、
映
画
館
、

演
芸
場
又
は
観
覧
場
の
用
途
に
供
す
る
部
分
に

あ
つ
て
は
、
客
席
の
部
分
に
限
る
。）
の
床
面
積

の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

近
隣
商
業

地
域
内
に

建
築
し
て

は
な
ら
な

い
建
築
物

一
　（
略
）

二
　
キ
ャ
バ
レ
ー
、
料
理
店
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
、

ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

三
　（
略
）

・

　（
略
）

工
業
地
域

内
に
建
築

し
て
は
な

ら
な
い
建

築
物

一
・
二
　（
略
）

三
　
キ
ャ
バ
レ
ー
、
料
理
店
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
、

ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

四
　
劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
又
は
観
覧
場

五
―
七
　（
略
）

　（
略
）

用
途
地
域

の
指
定
の

な
い
区
域

（
都
市
計

画
法
第
七

条
第
一
項

に
規
定
す

る
市
街
化

調
整
区
域

を
除
く
。）

内
に
建
築

し
て
は
な

ら
な
い
建

築
物

劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
若
し
く
は
観
覧
場
又
は

店
舗
、
飲
食
店
、
展
示
場
、
遊
技
場
、
勝
馬
投
票

券
発
売
所
、
場
外
車
券
売
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
用
途
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
供
す
る
建
築

物
で
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
（
劇
場
、
映
画
館
、

演
芸
場
又
は
観
覧
場
の
用
途
に
供
す
る
部
分
に
あ

つ
て
は
、
客
席
の
部
分
に
限
る
。）
の
床
面
積
の
合

計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

1


